
別記様式第３号（第８条関係） 

【議会基本条例第 10条第 1項関係】 

政策等情報の説明資料 

      令和４年６月定例会 

議案の 

件 名 

議案第２５号 

専決処分事項報告について 

（交野市税条例の一部を改正する条例） 

 

政策等 

の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 

その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 

市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるも

ののほか、この条例の定めるところによる。 

 

地方税法及び関連省令等の改正に伴う条例改正を行う。 

 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 

令和４年４月１日付で改正地方税法等の一部が施行され、同法等の条文の整備及び制度運用内容の

変更が行われたことに伴い、関連条文を参照する市税条例の条文を改正するものである。 

 

本件改正内容が条文の整備や制度運用内容の改正であることから、税収への影響は少ないと思われ

る。 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 

令和４年３月３１日 地方税法等関連法案の公布 

平成４年４月 １日 地方税法等関連法の一部施行 

“かたのサイズ”をめざす像 

（主要３つ） 

48 道路や公園など生活環境がきれいに保たれている 

64 公害のない心地よく住める環境を守っている 

65 地球の温暖化に気を配り環境にやさしい配慮をしている 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  

 〈政策等の実施時期〉 令和４年４月１日 

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

市民部 税務室  有 ・ 無 （条例概要、新旧対照表） 

 



議案第２５号 専決処分事項報告について（交野市税条例の一部を改正する条例）

１．条例改正の目的
地方税法の改正に伴い、条例を改正する。（施行日：令和４年４月１日）

２．主な条例改正の内容

①商業地等の固定資産税課税標準額の上昇幅を、令和
４年度に限り緩和する。
【固定資産税：条例附則第１７条関係】

参考資料 市民部税務室

３．関連Ｗｅｂサイト ：https://www.soumu.go.jp/main_content/000788816.pdf【総務省】

②住宅の省エネ改修工事等を行った際の固定資産税
減額特例措置の適用要件を拡充する。
【固定資産税：条例附則第１４条関係】

<令和３年度> <令和４年度>

商業地等について
地価上昇により
税額が増加する場合

課税標準額の動き（イメージ図）

前年度課税標準額に
今年度評価額の５％を
加算

<令和４年度限り>
前年度課税標準額に
今年度評価額の２．５％を
加算

ア．特例措置の期限延長

改修工事種別 減額割合 適用期限

耐震 １／２

【旧】
～
R４.3.31

【新】
R4.4.1
～

R6.3.31

バリアフリー １／３

省エネ １／３

長期優良※ ２／３

イ．省エネ改修工事の対象住宅建築年数の見直し

※耐震改修または省エネ改修工事をした住宅が、長期
優良住宅に該当することになった場合に適用される。

対象住宅の建築年月日を、平成２０年１月１日以前
から平成２６年１月１日以前 に、適用範囲を拡大

https://www.soumu.go.jp/main_content/000788816.pdf
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交野市税条例（平成１５年条例第３８号）の一部を改正する条例案 新旧対照表 

 

新 旧 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法人である内国法人は、第

１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民

税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６２項及び施行規

則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事

項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」という。）を、法第７

６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、

かつ、地方税共同機構（第１１項において「機構」という。）を経由して

行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法人である内国法人は、第

１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民

税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６０項及び施行規

則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事

項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」という。）を、法第７

６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、

かつ、地方税共同機構（第１１項において「機構」という。）を経由して

行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。 

１０～１４ （略） １０～１４ （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２

１条の８第７１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これ

らの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段の期間

内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、

この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２

１条の８第６９項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これ

らの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段の期間

内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、

この限りでない。 

１６ （略） １６ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項た 第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳              
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だし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、１回

につき３００円とする。ただし、法第４１６条第３項又は第４１９条第８

項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合に

あっては、手数料を徴しない。 

                                           の閲覧の手数料は、１回

につき３００円とする。ただし、法第４１６条第３項又は第４１９条第８

項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合に

あっては、手数料を徴しない。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 
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１１ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

１５ （略） １５ （略） 

１６ （略） １６ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅 又は同条第１０項

の熱損失防止改修専有部分  について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３ 

１項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３ 

１項に規定する補助金等 
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新 旧 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に 

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に 

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

１０ （略） １０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅

又は  同条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分  につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１

項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３１

項に規定する補助金等 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった理

由 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった理

由 

１２・１３ （略） １２・１３ （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

第１７条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地

等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

第１７条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地

等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額
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に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の

２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める

率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５（商業地

等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）を乗

じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度

分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額と

する。 

に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の

２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める

率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５       

                                                            を 乗

じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度

分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額と

する。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） 

第３１条 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

第３１条 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３５項の条例で定める割合） 

第３１条の２ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

第３１条の２ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

第３２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市 第３２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市
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計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令和４年度

分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）を乗じて得た額を加算し

た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調整都市

計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額と

する。 

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５                         

                                          を乗じて得た額を加算し

た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調整都市

計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額と

する。 

（都市計画税の課税標準の特例に係る読替規定） （都市計画税の課税標準の特例に係る読替規定） 

第４４条 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項から第１８項まで、

第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、

第３９項、第４０項若しくは第４４項               、第１５条の２第

２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第１３１条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは

第３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」

とする。 

第４４条 法附則第１５条第１項、第１０項、第１５項から第１９項まで、

第２１項、第２２項、第２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、

第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第４３項、第１５条の２第

２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第１３１条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは

第３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」

とする。 

 


